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１．広報啓発活動

(1)広報啓発活動

内 容 実 施 場 所 主な対象 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 摘要
上水 下水 

1
広報啓発検討委員会
（周年記念事業実行委員会）

上下水道局における広報啓発活動の円滑な実施を図る
とともに、上下水道事業に対する市民の理解を深める
ことを目的として、広報啓発活動の計画を検討及び検
証する 

○ ○

会
議

（ 
1 
0
月 

2 
4
日
）

会
議

（
書
面
開

催
）

第1回　10月24日（月）開催（周年記念は書面開催）
第2回　2月・書面開催（広報啓発のみ） 

2
広報啓発検討委員会作業部会
（周年記念事業実行委員会作業部
会）

上下水道局における広報啓発活動の円滑な実施を図る
とともに、上下水道事業に対する市民の理解を深める
ことを目的として、活動の具体的な作業を検討及び実
施する 

○ ○

会
議

（ 
4
月 

2 
5
日
）

会
議

（
書
面
開

催
）

会
議

（ 
1
月 

1 
9
日
）

第1回　4月25日（月）開催
第2回　8月・書面開催
第3回　1月19日（木）開催 

3
公共下水道事業認可70周年
マンホールウオークラリー

デザインマンホールをチェックポイントとして、まち
を巡ることにより、まちの再発見につなげるととも
に、下水道に関心を持っていただく 

○
北部・中部・南
部

ウ
オ
ー
ク

ラ
リ
ー

応
募
締
切

景
品
発
送

令和4年2月発行の「ミズトキVol.11」でコース紹介お
よび参加呼びかけ
実施期間：令和4年3月～5月 

4 出前講座
上下水道局が設定したテーマをもとに地域からの要望
を受け、公民館等に出向く講座を実施する 

○ ○ 市内一円
「縁の下の力持ち、下水道のお話」
9月24日（土）　16名参加（下水道建設課） 

市内小学校42校中42校実施
1学期　30校（うち冊子のみ提供2校）

5 水道出前教室

水道の体験型学習を実施する
（沈でん実験・ろ過実験・残留塩素測定）
実験器具と実験DVDの貸出および学習資料の提供を行

○ 市内小学校 小学4年生

機材貸出 機材貸出 2学期　12校（うち冊子のみ提供4校）
12月　市ホームページYouTube「とよなかチャンネ
ル」に水道出前教室の動画をアップ

う 「水道の水ができるまで」（全編）
「とよなかの水道概要編」「沈でん実験編」
「ろ過実験編」「残留塩素の実験編」 

6 上下水道モニター
上下水道モニターを対象に、会議・施設見学を実施
し、上下水道事業に対する理解を深めるとともに、意
見・提案を聴取する 

○ ○
上下水道局
ほか

会
議

（
5
月 
2 
3
日
）

見
学

（ 
6
月 
1 
7
・ 

1 
8
日
）

ア
ン
ケ
ー
ト

見
学

（ 
9
月 
3 
0
日
・ 

1 
0
月 
1
日
）

見
学

（ 
1 
1
月 
1 
1

日
・ 
1 
2
日
）

会
議

（
1
月 
2 
5
日
）

ア
ン
ケ
ー
ト

会
議

（
3
月 
1 
6
日
）

年
間
報
告
書
送
付

令和4年度モニター27人（うち、アンケートのみ2人）
会 議　 　　3回(5月・1月・3月)
アンケート 2回(9月・2月)
見 学 　3回(柴原浄水場、原田処理場、新免幹線
稲荷山工事現場) 

7 広報誌・局報
上下水道事業への理解と協力を得るため、継続的に広
報誌を発行するとともに、内部コミュニケーションの
ひとつとして、定期的に局報を発行する 

○ ○ 上下水道局
局
報

広
報
誌 
①

局
報

広
報
誌 
②

局
報

広報誌①…10月 全戸配布(とよなかの上下水道№51)
広報誌②…2月 拠点配布(ミズトキVol.12)
局報「せせらぎ」…年3回(5月・10月・3月) 

さまざまな媒体を活用して情報発信の充実を図る 随時HP更新、作成
・局ホームページ 市公式LINEセグメント配信　16件17回

8
ホームページ等による情報発信の
充実

・SNS（Facebook、Twitter、LINE、Instagram）
・報道各社向けリリースペーパー
・デジタルサイネージ

○ ○ 上下水道局
市公式YouTube「とよなかチャンネル」　動画8件公開
（水道出前教室分を含む）
市公式SNS　3件配信

・検針お知らせ票　ほか とよふぁみ　4件配信 

9 施設見学
水道水のつくられ方や処理の方法、雨水の排除方法を
はじめ、環境保全にどのように取り組んでいるかを伝
える 

○ ○

柴原浄水場
庄内下水処理場
(各ポンプ場含む )
原田処理場

随時募集
柴原浄水場：10団体158人、うち豊中市内小学校1校
121人
庄内下水処理場：水処理施設表面保護工事のため7月
19日（火）から受入休止
猪名川流域下水道原田処理場：71団体5,067人、うち
豊中市内小学校　35校3,265人 

5月3日(火・祝)

10 ふれあい緑地フェスティバル
給水タンク車からの給水体験とパネル展示などを行
い、水道水の安全性、災害時の水の確保や備蓄につい
てＰＲする 

○ ○ ふれあい緑地
実
施

・アクッピーと学ぼう　正しい手の洗い方
・給水タンク車の展示と乗車体験
・下水道クイズパネルの展示
ブース来場者数　122家族310名
（公園みどり推進課主催） 

11 「水道週間」行事

水道週間ポスターの配布及び掲示、駅頭啓発活動を行
い、水道水の安全性、災害時の水の確保や備蓄につい
てPRする
図書館と連携して、上下水道に関する図書を集めた特
設コーナーを設置する 

○

駅
官公署
学校
図書館 ほか

携駅
頭
啓
発
・
図
書
館
連

5月中旬：ポスター配布
6/1～7：:水道週間
駅頭啓発　6月1日(水)AM阪急豊中駅前広場
・備蓄水の配布：1,560本
・啓発資料入りクリアファイルの配布：1,342部
図書館連携事業（岡町・庄内・千里・野畑）
：5月31日(火)～6月30日(木)
貸出ﾚｼｰﾄ広告：5月23日(月)～6月5日(日)計36,895枚



内　　　　容 実 施 場 所 主な対象 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 摘要
上水 下水 

12 豊中まつり利き水会

 

水道水とボトルウオーターの飲み比べを行うととも
に、水道水の安全性等をＰＲする 

○ 豊島公園ほか

実
施

（
8
月 
7
日
）

8月6日(土)・7日(日)　豊中まつり 2022
大阪広域水道企業団主催の利き水会は中止
7日に環境部3課と共同で「環境ブース」として出展
給水タンク車の展示・乗車体験、水力・太陽光発電の
紹介パネルと小水力発電模型の展示、水道水を使った
ミスト発生器の設置

13 くらしかんパネル展
くらしかん１階ロビー「情報プラザ」に上下水道に関
するパネルを展示する 

○ ○ くらしかん

講
座

（
8
月 
1 
0
日
）

展示「上下水道のこれまでとこれから」8月2日（火）
～9月4日（日）
パネル24枚・模型1台展示、防災ハンドブック配布 53
部
ひろば講座「上下水道局職員から学ぶ 作って使って
川に流すまで・ミズのミライ」8月10日（水）13時 30
分～15時開催　参加人数 4名（とよなか消費者協会主
催） 

14
親子バスツアー
（施設見学会）

公募市民対象のバスツアー
施設見学を通じ、水道・下水道に対する理解を深めて
いただく 

○ ○
柴原浄水場
原田処理場

実
施

（
7
月 
2 
9
日
）

実
施

（
8
月 
2
日
）

7月29日（金）猪名川流域下水道原田処理場(使ったあ
との汚れた水はどうなるの？ )
応募：18組39名
参加：7組16名（保護者8名・小学生8名）
8月2日（火）柴原浄水場(水道水はどうやって作られ
るの？ )
応募：22組53名
参加：7組17名（保護者7名・小学生10名） 

15 くらしかん祭り
上下水道事業に関するパネル展示や実験もしくは体験
を行い、上下水道事業に関心を持ってもらえるよう PR
する 

○ ○ くらしかん

出
展
な
し

10月下旬予定 →開催なし
（くらしかん主催） 

16 職場体験学習 中学生を対象に、上下水道局の業務を体験してもらう ○ ○

上下水道局
柴原浄水場
庄内下水処理場
ほか

中学生
希望なし 希望なし 4校程度（各校3名まで）

教育委員会事務局主催
令和4年度は体験希望学校なし 

17
とよなか市民環境展 
2022

上下水道事業のうち、環境保全に関するパネル展示や
実験もしくは体験を行い、上下水道局の環境保全への
取り組みをPRする 

○ ○ 豊島体育館

出
展
な
し

11月25日（金）26日（土）
出展なし
（猪名川流域下水道事務所維持課対応） 

18 『水に関する』図画・習字作品展

市内小学4年生を対象に、水に関する図画･習字を募集
する
審査により優秀作品を選出･展示･表彰する
上下水道局工事現場への優秀作品掲出 

○ ○ 小学4年生

募
集
案
内

応募
期間

審
査

（
9
月 
1 
5
日
）

発
表

展
示

)

展
示

（
T
I 
P 

応募期間：7月14日(木)～9月9日(金 )
応募作品数：図画16校321点、習字23校708点
審査：9月15日(木)、入賞計12点・佳作計16点を選出
発表：広報とよなか11月号、ホームページ
作品展：11月19日(土)～24日(木)中央公民館、2月6日
(月)～10日(金)市役所第一庁舎（TIP）
12月12日から新免幹線稲荷山公園工事現場に入賞作品
を拡大展示（約1年間） 

19
猪名川水環境交流会 2022
『いながわ体験フェスタ』

下水道の体験型学習を実施する
紙の水溶け実験の実施、微生物の動きなど下水処理に
関する動画の公開を行う 

○

開
催
な
し

(神崎川水質汚濁防止連絡協議会　猪名川分科会主催 )
8月下旬予定 →開催なし
（猪名川流域下水道事務所維持課対応） 

11月6日(日)刀根山自治協防災部会主催防災訓練出展

20 市民イベントの充実

市民主催のイベント等に出向き、上下水道局のPRを行
う
・利き水（当面は行わない）
・紙の水溶け実験
・上下水道クイズ
・タンク車・パネルの展示
・ハンドブックの配布　　ほか 

○ ○ 市内一円

11月13日(日)ハニービー主催「さんあいイベント」出
展
・内容：紙の水溶け実験、啓発パネル展示
・備蓄水144本配布
12月27日(火)5自治体コラボ企画「大阪 冬の下水道祭
り」出展
・内容：紙の水溶け実験、下水道クイズパネル展示、
マンホールカードボトルフリップ
・ブース来場者数 114名

21
水道・下水道に関するアンケート
調査（CS調査）

上下水道事業に関するお客さまのニーズを把握し、事
業運営の基礎資料とするため、3年ごとに実施してい
るお客さま満足度調査 

○ ○

市民3,000人
市内事業所300か
所

市民

現
説
・
入
札

業
者
決
定

調
査
票
発
送
・

回
収

単
純
集
計

結果分析

報
告
書
案
作
成

公
表

調査方法：郵送による配布。回収は郵送または電子申
込システムによる回答
調査期間：7月7日～25日
有効回答数：世帯1,272件/3,000件（有効回答率
42.4％）、事業所108件/300件（同36.0％） 

A6判16ページ中綴じ

22
上下水道 防災 減災
備えトク ハンドブック

市民に災害時の「自助」を促す、上下水道に内容を特
化した豆本型ハンドブック（A6判） 

○ ○ 上下水道局
ホームページ掲載のほか、局庁舎に配架
各種イベント時等で配布
令和4年度配布数：2,382部
配布場所：上下水道局庁舎3階　経営企画課（閉庁日

23 マンホールカード
豊中市のキャラクター「マチカネワニ」と市の花「バ
ラ」をデザインしたマンホールの蓋をコレクション ○ 上下水道局

は警備員室）配布時間9時～17時15分
配布方法：配布場所にて対面配付（閉庁日はアンケー

カードとして作成し、希望者に配布する ト記入により引換え配布）
令和4年度配布枚数配布枚数：1,722枚



（2）広報掲載内容

掲　載　内　容

４月 「広報とよなか」 ・漏水調査にご協力を

・灯油やシンナーなどを下水道に流さないで

・水道料金などの支払いは口座振替をご利用ください

・点字版お知らせ票が利用できます

・非常用給水栓を設置しませんか

６月 「広報とよなか」 ・水道メーターの定期交換にご協力を

・下水は正しく排水しましょう

・水道週間啓発行事を実施

７月 「広報とよなか」 ・上下水道局へ転居の連絡を

・新デザインマンホールを設置しました

・排水設備は各家庭で維持管理を

・水道・下水道に関するアンケート調査にご協力を

・水に関する作品募集

・上下水道親子見学バスツアー　作って使って川へ戻すまで

８月 「広報とよなか」 ・傍聴　上下水道事業運営審議会

９月 「広報とよなか」 ・水回りの修繕工事業者選びのご参考に

・下水道に油を流さないで

１０月 「広報とよなか」 ・マンションなどは直結給水への切り替えを

・受水槽の適正な管理を

「とよなかの上下水道」 №51 ・水を止めるな！　配水ブロック化の取組み

・市内の小学校に飲み水栓を設置しています

・下水道のつまり、トラブルが起きた場合は

・猪名川水質協議会設立 50周年について

１１月 「広報とよなか」 ・止水栓の点検を

・水に関する図画・習字応募作品の入賞者決定

１２月 「広報とよなか」 ・市民委員募集　上下水道事業運営審議会

・年末年始の事業案内

１月 「広報とよなか」 ・水道管の凍結にご注意を

・傍聴　上下水道事業運営審議会

２月 「広報とよなか」 ・水に関する図画・習字優秀作品展示

・上下水道モニターを募集

・納付通知と支払いが PayPayアプリで完結します

・ミズトキを発行

「とよなか市議会のうごき」第 275号 ・水道料金の減免を

３月 「広報とよなか」 ・水質検査計画を策定

・共同住宅などの水道使用戸数変更は３月中に

通年 上下水道局ホームページ 逐次更新



      

  

  

 

  

  

   

 

  

  

  

 

  

  

   

  

        

 

        

2．豊中市上下水道事業運営審議会
（１）審議会等開催経過（過去5か年）

会 議 区 分 開 催 年 月 日 内 容

審議会 平成30年11月30日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

審議会 令和元年9月12日 会長の選出について

「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて　

審議会 令和2年11月6日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

「第２次とよなか水未来構想」のフォローアップについて

審議会 令和3年1月15日 「第２次とよなか水未来構想」の改訂について

「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

　・新たな料金・使用料水準及び体系の検討について

審議会 令和3年8月19日 会長の選出について

「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

　・新たな料金・使用料水準及び体系の検討について

審議会 令和4年1月20日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

　・新たな料金・使用料水準及び体系の検討について

審議会 令和4年8月18日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて　

　・新たな料金・使用料水準及び体系の検討について

審議会 令和5年1月31日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

　・これまでの審議会の振り返りについて 

（２）豊中市上下水道事業運営審議会委員（8人）

・任期:令和3年2月1日から令和5年1月31日まで

氏名（五十音順） 職 業 等

○ 石川　路子

◎ 浦上　拓也

大路　昌幸

片岡　伸元

北川　エミ子

重長　寿典

清水　聡行

福盛　康友

和田　聡子

甲南大学 経済学部 教授 

近畿大学 経営学部 教授

豊中商工会議所 副会頭（令和 3年（ 2021年） 8月 6日から令和 5年（ 2023年） 1月 31日まで）

市民公募委員

とよなか消費者協会 副会長 事務局長担当

連合大阪　北大阪地域協議会 豊中地区協議会　議長

福山市立大学 都市経営学部 都市経営学科 准教授

豊中商工会議所 副会頭（令和 3年（ 2021年） 2月 1日から令和 3年（ 2021年） 4月 13日まで）

大阪学院大学 経済学部 教授

注：◎印は会長、○印は会長代理

・任期:令和5年2月1日から令和7年1月31日まで 　令和4年度（2022年度）末現在

氏名（五十音順） 職 業 等

石川　路子

浦上　拓也

大路　昌幸

北川　エミ子

重長　寿典

清水　聡行

平尾　禎孝

和田　聡子

甲南大学 経済学部 教授

近畿大学 経営学部 教授

豊中商工会議所 副会頭（令和 5年（ 2023年） 3月 1日から令和 7年（ 2025年） 1月 31日まで）

とよなか消費者協会 副会長 事務局長担当

連合大阪　北大阪地域協議会 豊中地区協議会　議長

福山市立大学 都市経営学部 都市経営学科 准教授

市民公募委員

大阪学院大学 経済学部 教授

注：会長、会長代理は未選出



３.水道料金・加入金等の変遷
(１)水道料金表 （単位：円/1か月） （単位：円/1か月）

用 途

13～ 25ミリ 1～ 10㎥ 20

30ミリ 11～ 20㎥ 131

40ミリ 21～ 30㎥ 211

50ミリ 31～ 50㎥ 268

一般用 75ミリ 51～ 100㎥ 338

100ミリ 101～ 500㎥ 377

150ミリ 421

200ミリ 60

250ミリ 89

113

565

臨時用
*上記の表より算定した金額に100分の108、(令和元年10月からは

100分の110)を乗じて得た額とする。

（その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

(２)用途の適用基準
一般用 湯屋用

湯屋用、臨時用の用途以外の用に供するもの。 公衆浴場法（昭和23年法律第139号）による許可を受けた
公衆浴場〔物価統制令施行令（昭和27年政令第319号）

臨時用 第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する
工事用等臨時の用に供するもの。 省令（昭和32年厚生省令第38号）第2条の規定により大阪府

知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。〕

(３)加入金表 （単位：円）

口径（㎜） 注1： 加入金は、左の区分に応じた金額に100分の108、(令和元年10月からは

20以下 100分の110)を乗じて得た額とし、給水装置の新設又は増径工事申込者から

25 徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する加入金は、

30 新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金との差額とする。

40 注2： 受水槽式給水について、徴収方法を口径別徴収から内部計算方式とする。

50
75
100
150以上

(４)手数料表 （単位：円） 注：給水装置の増設又は改造工事のうち、管理者が別に

定める軽易な工事については、この表に掲げる手数

料は徴収しない。

25 以下
30

設計審査 40
手数料 50

75
100
150 以上
25 以下
30

しゅん工検査 40
手数料 50

75
100
150 以上

指定給水装置工事事業者証書再交付手数料 2,000

証 明 手 数 料 300

96,200 65,000
196,400 131,400

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 指 定 手 数 料 10,000

指定給水装置工事事業者指定更新手数料 9,000

32,600 22,200
52,000 35,200
61,200 41,600

98,200 65,700
8,400 5,400

19,600 13,000

26,000 17,600
30,600 20,800
48,100 32,500

4,200 2,700
9,800 6,500

16,300 11,100

4,220,000
12,240,000

管理者が別に定める額

種類 メーターの口径（㎜）
金額

新設及び改造 増設

26,110,000

1,100,000
2,350,000

1㎥につき

加入金

122,000

臨時用

244,000

従　　量　　料　　金

区分用途

一般用

湯屋用

金 額

1～300㎥

501㎥以上

301～2,000㎥

2,001㎥以上

基　　本　　料　　金　

湯屋用 「一般用」の口径別基本料金に準じる

760

920

メーター口径 金　　　　額

17,910

40,180

71,070

1,160

1,700

3,860

6,020



(５)水道料金の変遷 （単位：円）

一般用 基本料金 10㎥迄 580 10㎥迄 740 10㎥迄 864 10㎥迄 1,029 口径25ミリ迄 760
超過料金 1～10㎥ 20
(従量料金) 11～20㎥ 80 11～20㎥ 100 11～20㎥ 115 11～20㎥ 138 11～20㎥ 131

21～30㎥ 120 21～30㎥ 150 21～30㎥ 167 21～30㎥ 218 21～30㎥ 211
31～50㎥ 145 31～50㎥ 200 31～50㎥ 220 31～50㎥ 275 31～50㎥ 268

51～100㎥ 180 51～100㎥ 250 51～100㎥ 278 51～100㎥ 345 51～100㎥ 338
101～500㎥ 195 101～500㎥ 285 101～500㎥ 314 101～500㎥ 384 101～500㎥ 377
501㎥以上 225 501㎥以上 325 501㎥以上 357 501㎥以上 428 501㎥以上 421

湯屋用 基本料金 300㎥ 12,400 300㎥ 15,700 300㎥ 18,332 300㎥ 21,779
超過料金 1㎥ 55 1㎥ 70 1㎥ 80 1㎥ 96 1～300㎥ 60

(従量料金) 80 92 120 301～2,000㎥ 89

2,001以上 113

家事共用 基本料金 10㎥ 550 10㎥ 690 10㎥ 792 10㎥ 943
超過料金 1㎥ 70 1㎥ 90 1㎥ 103 1㎥ 124

臨時用 基本料金 1㎥ 330 1㎥ 440 1㎥ 483 1㎥ 572 1㎥ 565
超過料金

(６)加入金の変遷 （単位：千円）

改定年月

口径(㎜)

20 以下 100 100 122

25 200 200 244

30 370 440 1,100

40 740 930 2,350

50 1,250 1,640 4,220

75 3,370 4,740 12,240

100 6,780 10,100 26,110

150 以上

(７)大阪広域水道企業団受水単価の変遷

年月
受水単価

（円）
改定率(％)

S40.4 16.00 28.00

S49.10 19.70 23.13

S51.10 29.70 50.76

S52.10 43.70 47.14

S53.10 48.70 11.44

S59.10 57.20 17.45

H元.4 55.54 ▲ 2.90 消費税導入につき3％マイナス

H5.4 74.50 34.14

H12.10 88.10 18.26

H22.4 78.00 ▲ 11.46 水道用水供給事業会計の経営状況及び府営水道長期施設整備基本計画の見直し

H25.4 75.00 ▲ 3.85 水道用水供給事業会計の経営状況及び企業団将来構想アクションプラン2012に基づく実施

H30.4 72.00 ▲ 4.00 企業団市町村域水道事業アクションプラン（平成29年度～平成31年度）に基づく実施

 100分の108、令和元年10月からは100分の110)を乗じて得た額とする。

                *　上記の表より算定した金額に100分の105、(平成26年4月からは100分の108、令和元年10月からは100分の110)を乗じて得た額とする

                 注：平成9年6月からは、上記の区分に応じた金額に100分の105、(平成26年4月からは

管理者が別に定める額 左に同じ 左に同じ

昭和52年7月 昭和59年11月昭和50年8月

（その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

▲ 5.3%

平成22年11月
*

18.27%

一般用に準じる

　　　　　　　　   改定年月
用途別

昭和59年11月 平成5年6月

平均改定率 21.85%

平成9年6月
*

平成13年6月
*

21.40% 33.74%



 

 

  

  

 

      

 

４. 下水道使用料の変遷
（１）　使用料表 使用料概要

種別 水 量 （ １ か 月 ） 使 用 料 （ １ か月 ）

一
　
般
　
汚
　
水

基　　本　　使　　用　　料 422円

従量使用料
1㎥につき

1 ～ 10 ㎥ 10円

11 ～ 20 ㎥ 77円

21 ～ 50 ㎥ 97円

51 ～ 100 ㎥ 116円

101 ～ 500 ㎥ 143円

501 ～ 1,000 ㎥ 183円

1,001 ㎥以上 225円

公 衆 浴 場 汚 水 １㎥につき 19円

臨 時 汚 水 １㎥につき 225円

１㎥につき　　　　 25円
水
質
使
用

ＢＯＤ １ℓ につき５日間に300mg以上の汚水 ただし100mgを増すごとに
１㎥につき25円を加算

１㎥につき 36円

料 Ｓ　Ｓ １ℓ につき300mg以上の汚水 ただし100mgを増すごとに
１㎥につき36円を加算

使用料対象経費　

汚水に係る維持管理費
の全額及び汚水に係る
資本費（元金及び利子）
の９０％

徴収方法　

水道事業に委託

ただし、水質使用料は１ヵ月501㎥以上の汚水量を排除した場合に適用する。

上記の表より算定した金額に100分の108、(令和元年10月からは100分の110)を乗じて得た額。

(２）　受益者負担金賦課状況 受益者負担金制度概要

区分 負担区名 負担区公告年度 負担区面積 令和2年度末賦課面積 単位負担金額

原
田

豊 中 ・ 豊 中 第 二

新 免

原 田 ・ 原 田 第 二

旭 丘

桜 塚 第 一 ～ 第 四

熊野田北第一・ 第二

利 倉

千 里 園

麻 田

長 興 寺 北

螢 池

桜井谷第一～第八

勝 部 第 一 ・ 第 二

長 興 寺 南

熊 野 田 南

東 豊 中

天 竺 川

緑 地 第 一

S39・S56

S39

S39・S55

S41

S41・S44

S44・S46

S44

S45

S45

S45

S45

S48～S57

S52・S56

S52

S55

S57

S58

S62

ha

169.30

87.50

97.60

20.80

163.90

102.00

63.60

99.60

105.40

56.80

61.50

462.54

63.00

73.18

90.00

122.16

76.60

59.30

ha

169.29

87.50

97.60

20.80

163.90

102.00

63.09

99.60

105.40

56.80

61.50

461.93

62.37

73.18

78.85

122.12

74.32

59.30

円／㎡

一律

122.00

小 計 1,974.78 1,959.55

庄
内
・
そ
の
他

庄 内

小 曽 根

寺 内 第 一 ・ 第 二

穂 積

西 利 倉

上 津 島 ・ 第 二

天 竺 川 第 二

緑 地 第 二

S47

S47

S53・S56

S55

S57

S58・S59

S61

S62

359.10

241.20

51.80

184.02

26.00

161.90

12.00

66.70

358.85

239.77

51.80

183.93

26.00

161.82

12.00

66.70

一律

122.00

小 計 1102.72 1100.87

合　　計 3077.50 3060.42

都市計画事業によって著しく
利益を受ける者に対し、利益
を受ける限度において、事業
に要する費用の一部を都市
計画法第75条に基づき、負
担していただくもの

昭和39年～53年度：省令

昭和54年～令和2年度：条例

受　益　者

公共下水道整備区域内の土
地の所有者又は権利者

(３) 水洗便所改造資金貸付制度 借受資格

くみ取便所を水洗便所に改造する場合 １件 195,000円以内
し尿浄化そうによる水洗便所を改造する場合 １件 85,000円以内

① 市税及び受益者負担金

を完納していること。

② 市内在住の確実な

連帯保証人があること。

助成を受ける資格

(４) 水洗便所改造助成制度 ① 市税及び受益者負担金

くみ取便所を水洗便所に改造する場合 １件 4,500円
し尿浄化そうによる水洗便所を改造する場合 １件 5,500円

を完納していること。

② 処理区域の公告の日から

3年以内に改造すること。



(５)手数料
（単位：円）

金額

10,000

9,000

2,000

450

(６)下水道使用料の変遷 （単位：円/１か月）
改定年月

10㎥迄 350 10㎥迄 340 10㎥迄 380 10㎥迄 522 422

1～10㎥ 10

11～20㎥ 51 11～20㎥ 49 11～20㎥ 56 11～20㎥ 77 11～20㎥ 77

21～50㎥ 63 21～50㎥ 61 21～50㎥ 70 21～50㎥ 97 21～50㎥ 97

51～100㎥ 75 51～100㎥ 73 51～100㎥ 84 51～100㎥ 116 51～100㎥ 116

101～500㎥ 93 101～500㎥ 90 101～500㎥ 104 101～500㎥ 143 101～500㎥ 143

501～1000㎥ 117 501～1000㎥ 114 501～1000㎥ 133 501～1000㎥ 183 501～1000㎥ 183

1001㎥以上 143 1001㎥以上 140 1001㎥以上 163 1001㎥以上 225 1001㎥以上 225

1㎥につき 15 1㎥につき 14 1㎥につき 14 1㎥につき 19 1㎥につき 19

1㎥につき 143 1㎥につき 140 1㎥につき 163 1㎥につき 225 1㎥につき 225

１㎥につき　　　　　　　　　　 16 １㎥につき　　　　　　　　　　 16 １㎥につき　　　　　　　　　　 18 １㎥につき　　　　　　　　　　 25 １㎥につき　　　　　　　　　　 25

１㎥につき 23 １㎥につき 23 １㎥につき 26 １㎥につき 36 １㎥につき 36

　　　　　*　上記の表より算定した金額に100分の105、(平成26年4月からは100分の108、令和元年10月からは100分の110)を乗じて得た額とする。

（その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

平均改定率（％） 20.50 ▲2.94 14.50 37.76 ▲ 0.90

ただし100mgを増すごとに
１㎥につき18円を加算

ただし100mgを増すごとに
１㎥につき25円を加算

ただし100mgを増すごとに
１㎥につき25円を加算

Ｓ　Ｓ
１ℓ につき
300mg以上の
汚水 ただし100mgを増すごとに

１㎥につき23円を加算
ただし100mgを増すごとに
１㎥につき23円を加算

ただし100mgを増すごとに
１㎥につき26円を加算

ただし100mgを増すごとに
１㎥につき36円を加算

ただし100mgを増すごとに
１㎥につき36円を加算

ただし100mgを増すごとに
１㎥につき16円を加算

臨時汚水

水質使用料

ＢＯＤ
１ℓ につき５日
間に300mg以
上の汚水 ただし100mgを増すごとに

１㎥につき16円を加算

平成16年4月
*

平成22年11月
*

一般用

基本使用料

超過使用料
（従量使用料）

1㎥につき

平成9年6月
*

平成12年4月
*

公衆浴場汚水

検査証明手数料

用途別
平成8年6月

項目

指定工事業者指定手数料　新規

　　　　　　　　　 　　　　　　　　更新

指定工事業者証書交付手数料



５．大阪府内水道料金・下水道使用料一覧表（令和5年1月1日現在）

（１）大阪府内水道料金一覧表（１か月、口径20mm、税込）

（２）大阪府内下水道使用料一覧表（１か月、税込）
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1
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2
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3
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0
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0
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0
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9
8

1
0
0
1
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9
0

1
1
8
8

1
1
8
8

1
1
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7

1
1
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4

1
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1

1
0
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1
1
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1
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1
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7

1
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7
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1
1
9
6

1
1
5
5

1
2
9
2

1
3
5
9

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

大
阪
市

池
田
市

豊
中
市

吹
田
市

箕
面
市

高
槻
市

大
東
市

茨
木
市

守
口
市

東
大
阪
市

貝
塚
市

四
條
畷
市

大
阪
狭
山
市

羽
曳
野
市

摂
津
市

平
均

富
田
林
市

寝
屋
川
市

門
真
市

泉
佐
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市

和
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市

八
尾
市

交
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南
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泉
大
津
市

元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 3.1 元.10 元.10 元.10 元.10 3.4 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 2.10 元.10 元.10 元.10 元.10

( 円 )
下水道使用料(20m3) 下水道使用料(10m3)
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4
0

1
1
2
2

1
0
5
6

1
0
5
6

9
9
2

1
0
6
0

1
0
8
5

1
1
6
4

1
0
0
1

1
0
5
6

1
0
2
8

9
4
6

9
8
5

1
1
3
2

9
8
4

1
0
3
4

1
1
8
3

1
2
6
5

1
1
3
3

1
3
1
6

1
1
3
0

1
0
8
6

1
1
2
7

1
3
8
3

1
2
5
4

1
2
8
7

1
3
9
8 1

0
5
4

1
7
3
3

1
0
3
4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

大
阪
市

枚
方
市

貝
塚
市

高
槻
市

茨
木
市

堺
市

豊
中
市

和
泉
市

東
大
阪
市

寝
屋
川
市

大
東
市

守
口
市

池
田
市

岸
和
田
市

柏
原
市

大
阪
狭
山
市

門
真
市

平
均

羽
曳
野
市

八
尾
市

摂
津
市

吹
田
市

富
田
林
市

高
石
市

四
條
畷
市

箕
面
市

河
内
長
野
市

交
野
市

泉
佐
野
市

松
原
市

阪
南
市

泉
大
津
市

泉
南
市

藤
井
寺
市

元.11 3.4 元.10 元.10 元.10 元.12 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 3.1 元.10 元.10 元.10 2.4 3.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 2.10

( 円 )
水道料金(20m3) 水道料金(10m3)

※各料金は、メーター使用料を含む。
※各市下段は改定年月。

※各市下段は改定年月。



６. 悪質下水の規制基準

排水基準値 規制対象排水量 根拠法令 排水基準値 規制対象排水量 根拠法令

0.03以下 0.03以下

1以下 1以下

1以下 1以下

0.1以下 0.1以下

0.5以下 0.5以下

0.1以下 0.1以下

0.005以下 0.005以下

検出されないこと 検出されないこと

0.003以下 0.003以下

0.1以下 0.1以下

0.1以下 0.1以下

0.2以下 0.2以下

0.02以下 0.02以下

0.04以下 0.04以下

1以下 1以下

0.4以下 0.4以下

3以下 3以下

0.06以下 0.06以下

0.02以下 0.02以下

0.06以下 0.06以下

0.03以下 0.03以下

0.2以下 0.2以下

0.1以下 0.1以下

0.1以下 0.1以下

10以下 10以下

8以下 8以下

0.5以下 0.5以下

380未満
法12条の2

第5項
380(125)未満

500 ㎥ ／ 月 を
超 え る も の

法12条の11
第1項第2号

10ピコｇ‐TEQ/ℓ以下
法12条の2

第1項
10ピコｇ‐TEQ/ℓ以下 制限なし

法12条の11
第1項第1号

5以下 5以下

3以下 3以下

2以下 2以下

10以下 10以下

10以下 10以下

2以下 2以下

5(5.7)超～9(8.7)未満 5(5.7)超～9(8.7)未満

600未満 600(300)未満

600未満 600(300)未満

5以下 1,000㎥／日未満

4以下
1,000㎥／日以上
 ～5,000㎥／日未満

3以下 5,000㎥／日以上

30以下 1,000㎥／日未満

20以下
1,000㎥／日以上
 ～5,000㎥／日未満

10以下 5,000㎥／日以上

240未満 240(150)未満

32未満 32(20)未満

45℃(40℃)未満

放流先で支障をきたすような色又
は臭気を帯びていないもの

220未満 法12条

（備考） １．

２．

３．

直 罰 対 象 者
特 定 事 業 場 （ 旅 館 業 を 除 く ）

除 害 施 設 対 象 者
公 共 下 水 道 使 用 者
（ 直 罰 対 象 者 を 除 く ）

健
康
項
目

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物

制限なし

法12条の2
第1項

制限なし
法12条の11
第1項第1号

シ ア ン 化 合 物

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

　

区分

項目

有 機 燐
りん

化 合 物

鉛 及 び そ の 化 合 物

六 価 ク ロ ム 化 合 物

砒 素
ひ

及 び そ の 化 合 物
水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀
そ の 他 の 水 銀 化 合 物

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素
及 び 硝 酸 性 窒 素 化 合 物

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

シス－１，２－ジクロロエチレン

１ ， １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン

１ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

ベ ン ゼ ン

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物

１ ， ４ － ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

環
境
項
目

フ ェ ノ ー ル 類

窒 素 含 有 量

動植物油脂類含有量

色 又 は 臭 気

ノ ル マ ル
ヘ キ サ ン
抽 出 物 質
含 有 量

鉱 油 類 含 有 量

沃 素
よう

消 費 量

法12条の11
第1項第1号

銅 及 び そ の 化 合 物

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物

鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 ）

マンガン及びその化合物（溶解性）

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物

30㎥／日以上
法12条の2

第1項 制限なし

水 素 イ オ ン 濃 度

50㎥／日以上

30以下

法12条の2
第5項

基準値（）は製造業にかかる基準。

直罰対象者の欄は直罰等に係る規制基準であり、除害施設対象者の欄は除害施設の設置等に係る規制基準である。

500 ㎥ ／ 月
を 超 え る も の

燐
りん

含 有 量

温 度

制限なし

法12条の11
第1項第2号

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 500 ㎥ ／ 月
を 超 え る も の浮 遊 物 質 量

単位は、ダイオキシン類、水素イオン濃度、温度を除き、すべてmg/ℓ である。

5以下



 

７．水質異常時緊急連絡体制 

○猪名川水質協議会の水質異変時緊急連絡体制              

 

令和 5 年(2023 年)3 月 31 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県環境部局 

猪名川町環境部局 

川西市環境部局 

伊丹市環境部局 

宝塚市環境部局 

オブザーバー 
独立行政法人 
水資源機構 
一庫ダム管理所 
TEL 072‐794‐6671 

FAX 072‐794‐0590 

オブザーバー 
国土交通省近畿地方整備局 
猪名川河川事務所 
TEL 072‐751‐1986 

FAX 072‐753‐5921 

大阪府環境部局 

豊能町環境部局 

池田市環境部局 

豊中市環境部局 

箕面市環境部局 

猪 名 川 水 質 協 議 会 

 
猪名川町  まちづくり部  上下水道課 
TEL 072‐766‐8716  FAX 072‐766‐7765 
 
大阪広域水道企業団 豊能水道センター 
TEL 072‐738‐3311  FAX 072‐738‐7527 
 
兵庫県企業庁      広域水道事務所 
TEL 072‐799‐2072  FAX 072‐799‐2073 
 
川西市  上下水道局  久代浄水場 
TEL 072‐759‐4873  FAX 072‐755‐1910 
 
池田市  上下水道部  古江浄水場 
TEL 072‐751‐8158  FAX 072‐751‐2045 
 
宝塚市  上下水道局  水質試験所 
TEL 0797‐83‐6940  FAX 0797‐83‐6941 
 
豊中市  上下水道局  柴原浄水場 
TEL 06‐6841‐0070  FAX 06‐6841‐0555 
 
伊丹市  上下水道局  千僧浄水場 
TEL 072‐781‐8589  FAX 072‐779‐6159 
 
箕面市  上下水道局  箕面浄水場 
TEL 072‐722‐5941  FAX 072‐722‐4413 
 
西宮市  上下水道局  浄水課 
TEL 0798‐74‐6623  FAX 0798‐72-9980 

異  変  発  見  者 



（単位：kWh）

年度

施設

337,317 324,553 319,548 336,773 333,391

水 道 事 業 柴 原 浄 配 水 場 1,058,603 960,350 967,464 909,709 963,544

石橋中継ポンプ場 1,528,006 1,784,547 1,750,274 1,029,463 1,611,955

猪 名 川 取 水 場 1,057,222 1,197,569 1,434,420 859,579 1,357,512

配水場・水質モニターなど 1,313,055 1,523,400 1,263,353 1,302,395 1,068,733

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 8,961,544 8,634,087 8,340,315 8,337,712 8,001,690

雨 水 ・ 汚水 ポン プ場 など 905,125 848,395 882,238 888,757 827,258

49,085,090 46,401,910 46,617,390 47,149,270 43,978,820

64,245,962 61,674,811 61,575,002 60,813,658 58,142,903

（2）都市ガス （単位：㎥）

年度

施設

35,237 35,673 46,518 52,391 50,061

水 道 事 業 柴 原 浄 水 場 306 86 93 85 77

35,543 35,759 46,611 52,476 50,138

（3）液化石油ガス （単位：㎥）

年度

施設

116 114 168 105 138

(4)動力用燃料使用量（ガソリン） （単位：ℓ ）

年度

施設

24,580 22,244 21,804 19,949 19,020

1,556 1,566 1,411 1,305 1,267

26,136 23,810 23,215 21,254 20,287

(5)動力用燃料使用量（軽油） （単位：ℓ ）

年度

施設

5,927 2,897 2,638 2,969 2,753

634 506 642 760 593

6,561 3,403 3,280 3,729 3,346

（6）重油 （単位：ℓ）

年度

施設

水 道 事 業 柴 原 浄 配 水 場 263 122 158 95 101

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 21,921 7,203 12,368 15,433 8,555

雨 水 ・ 汚水 ポン プ場 など 16,438 8,448 12,218 14,703 9,659

81,290 68,757 59,024 64,579 33,725

119,912 84,530 83,768 94,810 52,040

平成30年度 令和元年度 令和2年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度

令和4年度

令和2年度 令和4年度

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

8．環境
(1)電力使用量

上 下 水 道 局 庁 舎

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

上 下 水 道 局 庁 舎

合　　　　計

令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和4年度

合　　　　計

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和4年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度

平成30年度 令和元年度

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

合　　　　計

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和4年度令和3年度

令和4年度令和3年度

上 下 水 道 事 業

上 下 水 道 事 業

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

合　　　　計

合　　　　計

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

令和3年度



（単位：㎥）

年度

施設

水 道 事 業 上 下 水 道 局 庁 舎 6,261 6,254 6,453 6,607 6,498

柴 原 浄 配 水 場 727 667 1,015 532 470

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 2,811 2,758 2,676 2,332 2,472

雨 水 ・ 汚水 ポン プ場 など 1,946 1,553 1,696 1,418 1,193

41,655 26,787 20,289 17,674 10,935

53,400 38,019 32,129 28,563 21,568

（単位：㎥）

年度

施設

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 63,868 58,068 57,109 50,308 52,614

（単位：枚）

年度

施設

2,133,150 2,831,275 2,146,540 2,727,100 2,727,100

(10)未利用エネルギーの利用 （単位：kWh ）

年度

施設

小 水 力 発 電 事 業 寺 内 配 水 場 925,671 928,361 930,855 887,740 888,388

野 畑 配 水 場 - - - 187,258 242,551

太 陽 光 発 電 事 業 新 田 配 水 場 299,063 278,650 274,783 273,950 275,187

柿 ノ 木 配 水 場 190,685 165,487 175,230 154,809 142,423

消 化 ガ ス 原 田 処 理 場 4,233,790 4,209,501 4,194,490 3,883,380 3,427,312

5,649,209 5,581,999 5,575,358 5,387,137 4,975,861

(11)熱エネルギーの有効利用 （単位：㎥）

年度

施設

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 126,800 113,600 95,240 57,590 59,230

31,680 39,840 42,912 55,344 51,792

158,480 153,440 138,152 112,934 111,022

(12)処理水の有効利用 （単位：㎥）

年度

施設

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 2,466,000 2,127,900 2,000,940 1,803,120 1,680,410

12,039,219 12,061,062 11,878,823 11,426,500 10,425,915

14,505,219 14,188,962 13,879,763 13,229,620 12,106,325

(13)消化ガスの有効利用（猪名川流域下水道原田処理場）

5,421,623 5,349,581 5,238,340 4,973,130 5,074,461

5,317,003 5,215,222 5,198,716 4,808,709 4,957,731

98.1% 97.5% 99.2% 96.7% 97.7%

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

平成30年度 令和元年度 令和2年度

(7)水道使用量

合　　　　計

合　　　　計

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和4年度

令和4年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和4年度

令和4年度

令和4年度平成30年度 令和元年度 令和2年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和4年度

令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和3年度平成30年度 令和元年度 令和2年度

合　　　　計

平成30年度 令和元年度 令和2年度

合　　　　計

　区分

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

令和4年度

上 下 水 道 事 業

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

(8)工業用水道使用量

発 生 ガ ス 量

使 用 ガ ス 量

有 効 利 用 率

(9)コピー用紙使用量



9．業務指標（ＰＩ）
(1)令和4年度業務指標（水道事業ガイドライン：JWWA Q 100 ： 2016に基づく）

主要背景指標名(単位） 定義（式）

給水人口規模(人) 現在給水人口

全職員数(人) 全職員数

水源種別

浄水受水率(%) 浄水受水量／年間取水量

給水人口1万人当たり
の浄水場数(箇所/1万人)

浄水場数／
（現在給水人口/10000人）

給水人口1万人当たり
の施設数(箇所/1万人)

（浄水場＋送・配水施設）／
（現在給水人口/10000人）

有収水量密度(千m3/ha) 有収水量／計画給水面積

水道メーター密度(個/km) 水道メーター数／配水管延長

単位管延長(m/人)
（導＋送＋配水管延長）／現在
給水人口

0.0245

0.711

11.64

243.5

2.003

R3

407,860

151

原水・浄水
受水

90.3

0.0245

0.710

11.76

241.2

1.990

R2

408,729

151

原水・浄水
受水

86.9

0.0245

0.710

11.52

239.7

1.985

R1

408,511

152

原水・浄水
受水

85.4

H30

406,252

150

原水・浄水
受水

85.9

0.713

11.45

246.3

2.006

0.728

11.53

236.7

2.032

水道事業体
の

プロフィー
ル

システムの
プロフィー

ル

地域条件の
プロフィー

ル

R4

406,924

147

原水・浄水
受水

86.8

0.02460.0251

Ｃ Ｉ （主要背景情報　Context　Information　の略)



指標コード
(　)内は旧

コード
業務指標名（単位） 定義(式) H30

正
確
性

R1
正
確
性

R2
正
確
性

R3
正
確
性

R4
正
確
性

A101
(1106)

平均残留塩素濃度（㎎/L）
残留塩素濃度合計/残留塩素測
定回数

0.51 0.69 0.69 0.61 0.48

A102
(1105)

最大カビ臭物質濃度水質基
準比率（%）

(最大カビ臭物質濃度/水質基準
値)×100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A103
(1107)

総トリハロメタン濃度水質基
準比率（%）

[(∑給水栓の総トリハロメタン濃
度/給水栓数)/水質基準値]×
100

20.0 20.0 20 20.0 25.0

A104
(1108)

有機物（ＴＯＣ）濃度水質基
準比率（%）

[(∑給水栓の有機物（ＴＯＣ）濃
度/給水栓数)/有機物水質基準
値]×100

25.3 29.3 31.0 28.7 28.3

Ａ105
(1110)

重金属濃度水質基準比率
（%）

[(∑給水栓の当該重金属濃度/
給水栓数)/水質基準値]×100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A106
(1111)

無機物質濃度水質基準比
率（%）

[(∑給水栓の当該無機物質濃度
/給水栓数)/水質基準値]×100

16.0 16.0 15.7 15.8 15.1

A107
(1113)

有機化学物質濃度水質基
準比率（%）

[(∑給水栓の当該有機化学物質
濃度/給水栓数)/水質基準値]×
100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A108
(1114)

消毒副生成物濃度水質基
準比率（%）

[(∑給水栓の当該消毒副生成物
濃度/給水栓数)/水質基準値]×
100

25.0 30.0 35.0 29.0 45.0

Ａ109
(1109)

農薬濃度水質管理目標比
率（－）

ｍａｘ∑（Ｘｉｊ/Ｇｖｊ） 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

A201
(1101)

原水水質監視度（項目） 原水水質監視項目数 70 70 70 71 71

A202
(1102)

給水栓水質検査箇所(毎日)

箇所密度（箇所/100km2）
給水栓水質検査(毎日)採水箇所
数/(現在給水面積/100)

27.3 27.3 27.3 27.3 27.3

A203
(5002)

配水池清掃実施率（%）
(５年間に清掃した配水池有効容
量/配水池有効容量)×100

46.1 47.2 51.9 33.6 33.6

A204
(1115)

直結給水率（%） (直結給水件数/給水件数)×100 98.2 98.2 98.3 98.3 98.4

A205
(5115)

貯水槽水道指導率（%）
(貯水槽水道指導件数/貯水槽
水道数)×100

41.0 45.2 39.6 40.7 48.1

A301
(2201)

水源の水質事故件数（件） 年間水源水質事故件数 1 1 1 0 2

A302
(1116)

粉末活性処理比率（%）
(粉末活性炭年間処理水量/年
間浄水量)×100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ｐ Ｉ （業務指標　Performance　Indicator　の略)
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A401
(1117)

鉛製給水管率（%）
(鉛製給水管使用件数/給水件
数)×100

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

B101
(1004)

自己保有水源率（%）
(自己保有水源水量/全水源水
量)×100

― ― ― ― ―

B102
(1005)

取水量１ｍ3当たり水源保全

投資額（円/ｍ3）

水源保全に投資した費用/年間
取水量

0.37 0.41 0.50 0.69 0.52

B103
(4101)

地下水率（%）
(地下水揚水量/年間取水量)×
100

― ― ― ― ―

B104
(3019)

施設利用率（%）
(一日平均配水量/施設能力)×
100

55.2 54.7 55.7 54.8 54.0

B105
(3020)

最大稼働率（%）
(一日最大配水量/施設能力)×
100

60.1 58.0 61.6 59.5 58.8

B106
(3021)

負荷率（%）
(一日平均配水量/一日最大配
水量)×100

91.8 94.4 90.4 92.2 91.8

B107
(2007) 配水管延長密度（km/km2） 配水管延長/現在給水面積 21.8 21.8 21.9 22.0 22.0

B108
(5111)

管路点検率（%）
(点検した管路延長/管路延長)
×100

61.1 79.5 84.6 71.1 79.7

B109
(新規)

バルブ点検率（%）
(点検したバルブ数/バルブ設置
数)×100

9.6 11.6 12.6 13.3 12.8

B110
(5107)

漏水率（%） (年間漏水量/年間配水量)×100 0.9 0.5 1.0 0.5 0.5

B111
(新規)

有効率(%)
(年間有効水量/年間配水量)×
100

98.9 99.4 98.9 99.4 99.4

B112
(3018)

有収率（%）
(年間有収水量/年間配水量)×
100

96.8 97.2 97.8 98.3 98.2

B113
(2004)

配水池貯留能力（日）
配水池有効容量/一日平均配水
量

0.92 0.92 0.90 0.92 0.93

B114
2002

給水人口一人当たり配水量
（Ｌ/日・人）

(一日平均配水量×1,000)/給水
人口

294 290 295 291 287

B115
(2005)

給水制限日数（日） 年間給水制限日数 0 0 0 0 0

B116
(2006)

給水普及率（%）
(現在給水人口/給水区域内人
口)×100

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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B117
(5110)

設備点検実施率（%）
(点検機器数/機械・電気・計装
機器の合計数)×100

42.5 44.2 44.2 39.6 44.0

B201
(5101)

浄水場事故割合
(件/10年・箇所)

10年間の浄水場停止事故件数/
浄水場数

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B202
(2204)

事故時断水人口率（%）
(事故時断水人口/現在給水人
口)×100

17.9 18.1 18.2 18.2 18.1

B203
(2001)

給水人口一人当たり貯留飲
料水量（Ｌ/人)

[（配水池有効容量（緊急貯水槽
容量は除く）×1/2 ＋緊急貯水
槽容量）]×1,000/給水人口

136 134 134 134 135

B204
(5103)

管路の事故割合
（件/100km）

管路の事故件数/(管路延長
/100)

4.2 2.3 2.9 2.4 1.8

B205
(2202)

基幹管路の事故割合
（件/100km）

基幹管路の事故件数/（基幹管
路延長/100)

1.3 0.0 1.3 1.3 0.0

B206
(5104)

鉄製管路の事故割合
(件/100km)

鉄製管路の事故件数/(鉄製管
路延長/100)

1.3 0.4 0.8 1.4 0.3

B207
(5105)

非鉄製管路の事故割合(件
/100km)

非鉄製管路の事故件数/(非鉄
製管路延長/100)

24.5 15.5 17.2 9.4 12.2

B208
(5106)

給水管の事故割合
(件/1,000件)

給水管の事故件数/(給水件数
/1,000)

7.3 6.7 6.2 5.5 5.8

B209
(5109)

給水人口一人当たり平均断
水・濁水時間（時間）

∑(断水・濁水時間×断水・濁水
区域給水人口)/現在給水人口

0.00 0.00 0.59 0.00 0.00

B210
(新規)

災害対策訓練実施回数
（回/年）

年間の災害対策訓練実施回数 12 15 12 14 24

B211
(5114)

消火栓設置密度（基/km） 消火栓数/配水管延長 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

B301
(4001)

配水量1ｍ3当たり電力消費
量

（kWh/ｍ3）

電力使用量の合計/年間配水量 0.12 0.13 0.13 0.10 0.12

B302
(4002)

配水量1ｍ3当たり消費エネ
ルギー

（MＪ/ｍ3）

エネルギー消費量/年間配水量 1.17 1.28 1.27 0.99 1.20

B303
(4006)

配水量1ｍ3当たり二酸化炭
素

（ＣＯ2）排出量（g・CO2/ｍ3）

［二酸化炭素(ＣＯ2)排出量/年間

配水量］×106 53 47 47 35 45

B304
(4003)

再生可能エネルギー利用率
（%）

(再生可能エネルギー設備の電
力使用量/全施設の電力使用
量)×100

0.35 0.32 0.35 0.43 0.35

B305
(4004)

浄水発生土の有効利用率
（%）

(有効利用土量/浄水発生土量)
×100

― ― ― ― ―
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B306
(4005)

建設副産物のリサイクル率
（%）

(リサイクルされた建設副産物量
/建設副産物発生量)×100

100.0 100.0 100.00 92.1 92.7

B401
(5102)

ダクタイル鋳鉄管・鋼管率
（%）

[(ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼管
延長)/管路延長]×100

86.0 86.0 85.8 85.8 85.8

B402
(2107)

管路の新設率（%） (新設管路延長/管路延長)×100 0.13 0.14 0.12 0.14 0.14

B501
(2101)

法定耐用年数超過浄水施
設率（%）

(法定耐用年数を超えている浄
水施設能力/全浄水施設能力)
×100

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

B502
(2102)

法定耐用年数超過設備率
（%）

(法定耐用年数を超えている機
械・電気・計装設備などの合計
数/機械・電気・計装設備などの
合計数)×100

48.7 47.5 42.6 49.5 63.0

B503
(2103)

法定耐用年数超過管路率
（%）

(法定耐用年数を超えている管
路延長/管路延長)×100

25.9 26.7 27.2 27.7 28.1

B504
(2104)

管路の更新率（%）
(更新された管路延長/管路延
長)×100

1.06 1.11 1.09 1.09 1.10

B505
(2105)

管路の更生率（%）
(更生された管路延長/管路延
長)×100

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

B601
(2206)

系統間の原水融通率（%）
(原水融通能力/全浄水施設能
力)×100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B602
(2207)

浄水施設の耐震化率（%）
(耐震対策の施された浄水施設
能力/全浄水施設能力)×100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B602-2
(新規)

浄水施設の主要構造物耐
震化率(%)

【[（沈でん・ろ過を有する施設の
耐震化浄水施設能力）＋（ろ過
のみ施設の耐震化浄水施設能
力）]/全浄水施設能力】×100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B603
(2208)

ポンプ所の耐震化率（%）
(耐震対策の施されたポンプ所能
力/耐震化対象ポンプ所能力)×
100

11.3 11.3 11.3 11.3 11.3

B604
(2209)

配水池の耐震化率（%）
(耐震対策の施された配水池有
効容量/配水池等有効容量)×
100

89.4 100.0 100.0 100.0 100.0

B605
(2210)

管路の耐震管率（%） (耐震管延長/管路総延長)×100 23.5 25.1 26.6 28.1 29.5

B606
（新規）

基幹管路の耐震管率(%)
(基幹管路のうち耐震管延長/基
幹管路延長)×100

46.3 48.3 51.0 53.4 55.8

B606-2
（新規）

基幹管路の耐震適合率(%)
(基幹管路のうち耐震適合性の
ある管路延長/基幹管路延長)×
100

64.0 65.9 68.4 69.8 72.4

B607
（新規）

重要給水施設配水管路の
耐震管率(%)

(重要給水施設配水管路のうち
耐震管延長/重要給水施設配水
管路延長)×100

47.9 49.2 52.3 54.9 57.8
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B607-2
（新規）

重要給水施設配水管路の
耐震適合率(%)

(重要給水施設配水管路のうち
耐震適合性のある管路延長/重
要給水施設配水管路延長)×
100

61.5 62.8 66.1 67.9 70.7

B608
(2216)

停電時配水量確保率（%）
(全施設停電時に確保できる配
水能力/一日平均配水量)×100

171.9 173.2 170.2 172.9 175.7

B609
(2211)

薬品備蓄日数（日）

平均凝集剤貯蔵量/凝集剤一日
平均使用量　又は、　平均塩素
剤貯蔵量/塩素剤一日平均使用
量

49.1 38.3 49.6 60.5 42.4

B610
(2212)

燃料備蓄日数（日） 平均燃料貯蔵量/一日使用量 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9

B611
(2205)

応急給水施設密度

(箇所/100km2)
応急給水施設数/(現在給水面
積/100)

30.1 30.1 30.1 30.1 30.1

B612
(2213)

給水車保有度（台/1,000人）
給水車数/(現在給水人口
/1,000)

0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049

B613
(2215)

車載用の給水タンク保有度

(ｍ3/1,000人)
車載用給水タンクの容量/(現在
給水人口/1,000)

0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

C101
(3001)

営業収支比率（%）
[(営業収益－受託工事収
益)/(営業費用－受託工事費)]
×100

109.3 108.9 110.8 105.5 104.6

C102
(3002)

経常収支比率（%）
[（営業収益＋営業外収益）/(営
業費用＋営業外費用)]×100

109.5 109.1 111.0 106.8 106.6

C103
(3003)

総収支比率（%） (総収益/総費用)×100 109.5 110.9 111.0 106.8 106.6

C104
(3004)

累積欠損金比率（%）
[累積欠損金/(営業収益－受託
工事収益)]×100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C105
(3005)

繰入金比率(収益的収入分）
（%）

(損益勘定繰入金/収益的収入)
×100

0.6 0.5 0.5 0.5 0.4

C106
(3006)

繰入金比率(資本的収入分）
（%）

（資本勘定繰入金/資本的収入
計）×100

16.9 12.3 15.5 13.0 12.8

C107
(3007)

職員一人当たり給水収益
(千円/人)

給水収益/損益勘定所属職員数 60,159 59,915 49,176 47,826 47,138

C108
(3008)

給水収益に対する職員給与
費の割合（%）

(職員給与費/給水収益)×100 19.0 19.4 18.7 18.3 18.6

C109
(3009)

給水収益に対する企業債利
息の割合（%）

(企業債利息/給水収益)×100 6.4 5.8 5.3 4.8 4.4

C110
(3010)

給水収益に対する減価償却
費の割合（%）

(減価償却費/給水収益)×100 23.1 23.2 23.8 24.7 25.9
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C111
(3011)

給水収益に対する建設改良
のための企業債償還元金
の割合（%）

(建設改良のための企業債償還
元金/給水収益)×100

25.0 23.9 26.2 28.1 29.5

C112
(3012)

給水収益に対する企業債残
高の割合（%）

(企業債残高/給水収益)×100 337.9 340.0 340.3 340.5 343.2

C113
(3013)

料金回収率（%） (供給単価/給水原価)×100 99.4 99.7 101.9 97.4 96.6

C114
(3014) 供給単価（円/ｍ3） 給水収益/年間総有収水量 161.1 160.5 156.5 156.1 156.4

C115
(3015) 給水原価（円/ｍ3）

［経常費用－(受託工事費＋材
料及び不用品売却原価＋附帯
事業費＋長期前受金戻入)］/年
間有収水量

162.0 161.1 153.6 160.2 161.9

C116
(3016)

１箇月当たり家庭用料金

（10ｍ3）（円）

１箇月当たりの一般家庭用（口

径13㎜）の基本料金＋10ｍ3使
用時の従量料金

1,036 1,056 1,056 1,056 1,056

C117
(3017)

１箇月当たり家庭用料金

（20ｍ3）（円）

１箇月当たりの一般家庭用（口

径13㎜）の基本料金＋20ｍ3使
用時の従量料金

2,451 2,497 2,497 2,497 2,497

C118
(3022)

流動比率（%） (流動資産/流動負債)×100 152.1 160.6 161.0 169.1 160.5

C119
(3023)

自己資本構成比率（%）
[(資本金＋剰余金＋評価差額な
ど＋繰延収益)/負債・資本合計]
×100

43.2 44.0 45.2 46.7 47.0

C120
(3024)

固定比率（%）
[固定資産/(資本金＋剰余金＋
評価差額など＋繰延収益)]×
100

206.4 198.9 191.9 187.8 185.6

C121
(3025)

企業債償還元金対減価償
却費比率（%）

(建設改良のための企業債償還
元金/当年度減価償却費)×100

124.1 118.2 126.1 130.3 129.9

C122
(3026)

固定資産回転率（回）
(営業収益－受託工事収益)/
［(期首固定資産＋期末固定資
産)/2］

0.19 0.18 0.18 0.17 0.17

C123
(3027)

固定資産使用効率

（ｍ3/10,000円）
年間配水量/有形固定資産 11.2 11.0 11.0 10.6 10.3

C124
(3109)

職員一人当たり有収水量

(ｍ3/人)
年間総有収水量/損益勘定所属
職員数

373,000 373,000 314,000 306,000 301,000

C125
(5005)

料金請求誤り割合
（件/1,000件）

誤料金請求件数/(料金請求件
数/1,000)

0.11 0.04 0.07 0.07 0.07

C126
(5006)

料金収納率（%） (料金納入額/調定額)×100 89.6 89.5 89.5 90.0 90.2

C127
(5007)

給水停止割合（件/1,000件）
給水停止件数/(給水件数
/1,000)

6.5 4.9 2.9 4.0 5.8
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C201
(3101)

水道技術に関する資格取得
度（件/人）

職員が取得している水道技術に
関する資格数/全職員数

2.20 2.19 2.06 2.06 2.22

C202
(3103)

外部研修時間（時間/人）
（職員が外部研修を受けた時間
×受講人数）/全職員数

9.3 12.3 3.0 2.2 3.4

C203
(3104)

内部研修時間（時間/人）
(職員が内部研修を受けた時間
×受講人数)/全職員数

7.2 10.2 2.6 2.3 6.8

C204
(3105)

技術職員率（%） （技術職員数/全職員数）×100 81.4 80.6 66.7 64.3 41.2

C205
(3106)

水道業務経験年数度
（年/人）

職員の水道業務経験年数/全職
員数

21 21 21 21 21

C206
(6001)

国際協力派遣者数（人・日）
∑(国際協力派遣者数×滞在日
数)

0 0 0 0 0

C207
(6101)

国際協力受入者数（人・日）
∑(国際協力受入者数×滞在日
数)

0 7 0 0 0

C301
(5008)

検針委託率（%）
（委託した水道メータ数/水道
メータ設置数)×100

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

C302
(5009)

浄水場第三者委託率（%）
(第三者委託した浄水場能力/全
浄水場能力)×100

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C401
(3201)

広報誌による情報の提供度
(部/件)

広報誌などの配布部数/給水件
数

1.7 1.7 1.3 1.7 1.6

C402
（新規）

インターネットによる情報の
提供度（回）

ウェブページへの掲載回数 272 ＊ 143 ＊ 185 ＊ 178 ＊ 231 ＊

C403
(3204)

水道施設見学者割合
(人/1,000人)

見学者数/(現在給水人口
/1,000)

0.48 0.72 0.00 0.00 0.43

C501
(3202)

モニタ割合(人/1,000人)
モニタ人数/(現在給水人口
/1,000)

0.089 0.088 0.069 0.078 0.061

C502
(3203)

アンケート情報収集割合
(人/1,000人)

アンケート回答人数/(現在給水
人口/1,000)

5.03 6.51 0.30 0.39 3.51

C503
(3112)

直接飲用率（%）
(直接飲用回答数/アンケート回
答数)×100

77.4 68.4 0.0 0.0 0.0

C504
(3205)

水道サービスに対する苦情
対応割合（件/1,000人）

水道サービス苦情対応件数/(給
水件数/1,000)

0.06 0.06 0.07 0.05 0.03

C505
(3206)

水質に対する苦情対応割合
(件/1,000人)

水質苦情対応件数/(給水件数
/1,000)

0.00 0.01 0.12 0.00 0.00

C506
(3207)

水道料金に対する苦情対応
割合
(件/1,000人)

水道料金苦情対応件数/(給水
件数/1,000)

0.01 0.08 0.38 0.03 0.01



番号 業務指標名 定義（式） 単位 H30 R1 R2 R3 R4

Op
10

施設の老朽化率(管きょ)

（各）（地）
耐用年数超管きょ延長/
下水道維持管理延長×
100

% 13.900 16.600 19.600 22.300 33.000

Op
20

管きょ調査率
（各）（地）
管きょ調査延長/下水道
維持管理延長×100

% 2.07 2.53 4.75 2.69 2.60

Op
30

管きょ改善率

（各）（地）
改善（更新・改良・修繕）
管きょ延長/下水道維持
管理延長×100

% 0.596 0.537 0.544 0.694 0.552

Op
40

取付け管調査率
（各）
取付け管調査箇所数/取
付け管総箇所数×100

% 4.333 3.826 4.193 3.133 2.453

Op
50

取付け管改善数
(10万か所当たり)

（各）
取付け管改善箇所数/取

付け管総箇所数×10
5

箇所 1,149 858 989 1,055 837

Op
60

管きょ1km当たり陥没か所数
（各）（地）
道路陥没箇所数/下水
道維持管理延長

 箇所
/km

0.0577 0.0462 0.0610 0.0731 0.0449

Op
70

管きょ1m当たり維持管理経
費

（地）
維持管理管きょ費/下水
道維持管理延長

円/m 392 349 427 375 377

Ot
10

主要設備の経年化率
（庄内下水処理場及び各ポ
ンプ場）

（各）
主要設備の経過年数の総
計/主要設備の標準的耐用
年数の総計×100

% 143 144 145 142 140

Ot
20

水処理プロセス余裕率
（庄内下水処理場 + 流域下
水道）

（地）
（1-現在晴天時最大処
理水量/現在晴天時処
理能力）×100

% 14.2 18.9 17.9 15.8 19.2

Ot
30

非常時電源確保率
（庄内下水処理場）

（各）（地）
非常用電源が確保でき
ている処理場数/所管の
全処理場数×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ot
40

施設の耐震化率(建築)
（庄内下水処理場）

（各）
耐震化した建設施設数/
耐震化が必要な建設施
設数×100

% 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0

Ot
50

目標水質達成率(BOD)
（庄内下水処理場）

（各）
目標水質達成回数（ＢＯ
Ｄ）/水質調査回数（ＢＯ
Ｄ）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ot
60

目標水質達成率(COD)
（庄内下水処理場）

（各）
目標水質達成回数（ＣＯ
Ｄ）/水質調査回数（ＣＯ
Ｄ）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ot
70

目標水質達成率(SS)
（庄内下水処理場）

（各）
目標水質達成回数（Ｓ
Ｓ）/水質調査回数（ＳＳ）
×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ot
80

目標水質達成率(T-N)
（庄内下水処理場）

（各）
目標水質達成回数（Ｔ-
Ｎ）/水質調査回数（Ｔ-
Ｎ）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ot
90

目標水質達成率(T-P)
（庄内下水処理場）

（各）
目標水質達成回数（Ｔ-
Ｐ）/水質調査回数（Ｔ-
Ｐ）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ot
100

臭気基準遵守率
（庄内下水処理場）

（各）
基準遵守回数（臭気）/
調査回数（臭気）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｐ Ｉ （業務指標　Performance　Indicator　の略)



番号 業務指標名 定義（式） 単位 H30 R1 R2 R3 R4

Ot
110

水処理電力原単位
（庄内下水処理場 ＋ 流域下
水道）

（下）（地）
使用電力量（水処理）/
年間総汚水処理水量

kWH/m3 0.329 0.312 0.300 0.307 0.315

Ot
120

水処理使用消毒剤原単位
（庄内下水処理場 ＋ 流域下
水道）

（下）（地）
使用消毒剤量/年間総

汚水処理水量×10
6

g/m3 6.55 6.10 6.26 6.01 6.25

U
10

雨水排水整備率
（各）（地）
整備済面積/雨水計画
面積×100

% 81.9 81.9 82.0 82.1 82.1

U
20

法定水質基準遵守率(BOD)
（庄内下水処理場）

（各）
法定水質基準遵守回数（Ｂ
ＯＤ）/法廷試験水質調査回
数（ＢＯＤ）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U
30

法定水質基準遵守率(COD)
（庄内下水処理場）

（各）
法定水質基準遵守回数（Ｃ
ＯＤ）/法廷試験水質調査回
数（ＣＯＤ）×100

% - - - - -

U
40

法定水質基準遵守率(SS)
（庄内下水処理場）

（各）
法定水質基準遵守回数（Ｓ
Ｓ）/法廷試験水質調査回
数（ＳＳ）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U
50

法定水質基準遵守率(T-N)
（庄内下水処理場）

（各）
法定水質基準遵守回数（Ｔ-
Ｎ）/法廷試験水質調査回
数（Ｔ-Ｎ）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U
60

法定水質基準遵守率(T-P)
（庄内下水処理場）

（各）
法定水質基準遵守回数（Ｔ-
Ｐ）/法廷試験水質調査回
数（Ｔ-Ｐ）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U
70

法定水質基準遵守率(大腸
菌群数)
（庄内下水処理場）

（各）
法定水質基準遵守回数（大腸
菌群数）/法廷試験水質調査回
数（大腸菌群数）×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U
80

管きょ等閉塞事故発生件数
(10万人当たり)

（各）（地）
事故発生件数/下水道

処理人口×10
5

件 13.0 11.5 10.3 9.3 12.0

U
90

第三者人身事故発生件数
(10万人当たり)

（各）（地）
第三者人身事故発生件
数/下水道処理人口×

10
5

件 0 0 0.245 0.245 0

U
100

下水道サービスに対する苦
情件数
(10万人当たり)

（各）（地）
苦情総件数/下水道処

理人口×10
5

件 192 198 185 192 162

U
110

苦情処理率

（各）
1週間以内に処理した苦
情件数/苦情総件数×
100

% 92.0 94.9 93.2 93.4 93.2

U
120

下水道使用料(一般家庭用)
（地）
各自治体の算出方法に
よる

円 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292

U
130

下水道処理人口1人当たり
汚水処理費(維持管理費)

（地）
汚水処理費（維持管理
費）/下水道処理人口

円/人 5,473 5,562 5,691 5,931 6,261

U
140

下水道処理人口1人当たり
汚水処理費(資本費)

（地）
資本費（汚水分）/下水
道処理人口

円/人 3,530 3,516 3,580 3,581 3,584

U
150

下水道処理人口1人当たり
汚水処理費（維持管理費+資
本費）

（地）
汚水処理費/下水道処
理人口

円/人 9,004 9,078 9,271 9,512 9,844

U
160

職員1人当たり下水道
使用料収入

（地）
下水道使用料収入/職
員数

円/人 40,273,138 38,885,488 33,153,882 32,634,338 32,947,894



番号 業務指標名 定義（式） 単位 H30 R1 R2 R3 R4

U
170

職員1人当たり年間有収水
量

（地）
年間有収水量/損益勘
定職員数

千ｍ
3
/

人
601 578 491 479 481

M
10

1人･1日当たり平均有収水量
（地）（各）
（年間有収水量/年間実
日数）/下水道処理人口

ｍ
3
/人 0.296 0.294 0.300 0.299 0.295

M
20

有収率
（地）
年間有収水量/年間総
汚水処理水量×100

% 67.9 67.9 67.4 67.5 71.1

M
30

経常収支比率

（地）（各）
（営業収益+営業外収
益）/（営業費用+営業外
費用）×100

% 109.2 109.4 107.1 105.3 103.5

M
40

繰入金比率
(収益的収入分)

（地）（各）
損益勘定繰入金（雨水処理負担金
実繰入額+他会計補助金実繰入額
＋他会計繰入金実繰入額+損益勘
定他会計借入金）/収益的収入×
100

% 30.8 32.7 32.3 33 33.7

M
50

繰入金比率
(資本的収入分)

（地）
（他会計出資金実繰入額+他会
計補助金実繰入額+他会計借
入金）/資本的収入×100

% 4.65 2.44 3.26 2.57 2.53

M
60

使用料単価
（地）
下水道使用料収入/年
間有収水量×1000

円/ｍ
3 84.4 84.1 82.3 82.1 82.8

M
70

汚水処理原価
（地）
汚水処理費/年間有収
水量×1000

円/ｍ
3 83.3 84.4 84.8 87.1 91.5

M
80

汚水処理原価
(維持管理費)

（地）
汚水処理費（維持管理
費）/年間有収水量×
1000

円/ｍ3 50.6 51.7 52.0 54.3 58.2

M
90

汚水処理原価(資本費)
（地）
汚水処理費（資本費）/
年間有収水量×1000

円/ｍ3 32.7 32.7 32.7 32.8 33.3

M
100

経費回収率
（地）
下水道使用料収入/汚
水処理費×100

% 101.3 99.6 97.1 94.2 90.5

M
110

経費回収率(維持管理費)

（地）
下水道使用料収入/汚
水処理費（維持管理費）
×100

% 166.6 162.6 158.2 151.1 142.3

M
120

経費回収率(資本費)

（地）
下水道使用料収入/汚
水処理費（資本費）×
100

% 258.4 257.2 251.5 250.3 248.5

M
130

要員の公務・労務災害発生
件数

（処理水量100万m3当たり）

（各）（地）
休業4日以上公務・労務災
害年間発生件数/年間総汚

水処理水量×106

件/100

万ｍ3 0.015 0 0.015 0 0

E
10

晴天時汚濁負荷削減率
(BOD)
（庄内下水処理場）

（下）
｛1-（放流水質（ＢＯＤ）/
流入水質（ＢＯＤ））｝×
100

% 95.6 96.8 95.8 96.1 95.8

E
20

再生水の使用率
（庄内下水処理場 ）

（下）
再生水利用量/高級処
理水量×100

% 12.0 9.9 9.3 8.5 8.4

E
30

下水汚泥リサイクル率
（庄内下水処理場 ）

（下）
汚泥利用量/発生汚泥
量×100

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



番号 業務指標名 定義（式） 単位 H30 R1 R2 R3 R4

E
40

処理人口1人当たり
温室効果ガス排出量

（各）（地）
下水道事業に伴う温室効果
ガスCO2換算排出量/下水
道処理人口×100

kg-
CO2/人 11.2 8.57 8.48 10.5 10.5

E
50

下水排除基準に対する適合
率

（各）
適合件数/採水件数×
100

% 82.8 78.0 88.3 83.1 84.4

E
60

環境基準達成のための
高度処理人口普及率

（各）
高度処理実施区域内人
口/高度処理が必要な区
域の人口

% 52.4 52.4 52.4 52.5 52.9

E
70

合流式下水道改善率

（各）
合流式下水道改善面積/合
流区域面積（社会資本整備
重点計画に関する指標）

% 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5

Ｍ 総収支比率
（地）
総収益/総費用（法適
用）

% 109.2 109.4 107.1 105.3 103.5

Ｍ 有形固定資産減価償却費率

（地）
有形固定資産減価償却
累計/（償却資産－資本
剰余金）

% 33.7 34.8 37.1 39.4 41.4

Ｍ 累積欠損金比率

（地）
当年度未処理欠損金/
（営業収益－受託工事
収益）

% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ｍ 自己資本構成比率
（地）
（自己資本金＋剰余金）
/負債・資本合計

% 31.2 31.5 31.9 32.9 33.2

Ｍ 固定資産対長期資本比率
（地）
固定資産/（固定負債＋
資本金＋剰余金）

% 167.0 164.0 161.0 159.0 157.0

Ｍ
企業債償還元金対減価償却
費率

（地）
企業債償還元金/当年
度減価償却費

% 44.3 42.3 41.8 43.2 43.4

Ｍ 流動比率
（地）
流動資産/流動負債

% 132.1 136.3 143.0 168.6 167.0

Ｍ
固定資産使用効率
（庄内下水処理場 ＋ 流域下
水道）

（地）
総処理水量/有形固定
資産

ｍ3/
万円

7.41 7.39 7.79 7.79 7.17

Ｍ
下水道処理施設最大稼働率
（庄内下水処理場）

（地）
１日最大処理水量/処理
能力

% 94.7 100.0 97.4 99.8 90.0

「各」は、公的な資料がないので、各事業体で用意した数値を入力する。
「地」は、「総務省決算状況調査」の項目に対応しているので、調査票記載事項等を参考に入力する。
「下」は、日本下水道協会「下水道統計」の項目に対応している。「下水道に関する実態調査」調査票記載事項等を参
考に入力する。
「人」は、国立社会保障・人口問題研究所から報告されている、日本の市区町村別将来推計人口を参考に入力する。

Ot…Operate　treat（運転管理　水処理）

Ｕ…User（ユーザー・サービス）

M…Management（経営）

Op…Operate　pipe（運転管理　管きょ）

E…Environment（環境）
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